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　（地域団体商標）

第七条の二　事業協同組合その他の特別

の法律により設立された組合（法人格

を有しないものを除き、当該特別の法

律において、正当な理由がないのに、

構成員たる資格を有する者の加入を拒

み、又はその加入につき現在の構成員

が加入の際に付されたよりも困難な条

件を付してはならない旨の定めのある

ものに限る。）又はこれに相当する外

国の法人（以下「組合等」という。）

は、その構成員に使用をさせる商標で

あつて、次の各号のいずれかに該当す

るものについて、その商標が使用をさ

れた結果自己又はその構成員の業務に

係る商品又は役務を表示するものとし

て需要者の間に広く認識されていると

きは、第三条の規定（同条第一項第一

号又は第二号に係る場合を除く。）に

かかわらず、地域団体商標の商標登録

を受けることができる。

　

　一　地域の名称及び自己又はその構成 　
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員の業務に係る商品又は役務の普通

名称を普通に用いられる方法で表示

する文字のみからなる商標

　二　地域の名称及び自己又はその構成

員の業務に係る商品又は役務を表示

するものとして慣用されている名称

を普通に用いられる方法で表示する

文字のみからなる商標

　

　三　地域の名称及び自己若しくはその

構成員の業務に係る商品若しくは役

務の普通名称又はこれらを表示する

ものとして慣用されている名称を普

通に用いられる方法で表示する文字

並びに商品の産地又は役務の提供の

場所を表示する際に付される文字と

して慣用されている文字であつて、

普通に用いられる方法で表示するも

ののみからなる商標

　

吾　前項において「地域の名称」とは、

自己若しくはその構成員が商標登録出

願前から当該出願に係る商標の使用を

している商品の産地若しくは役務の提

供の場所その他これらに準ずる程度に

当該商品若しくは当該役務と密接な関

連性を有すると認められる地域の名称

又はその略称をいう。

　

娯　第一項の場合における第三条第一項 　
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（第一号及び第二号に係る部分に限

る。）の規定の適用については、同項

中「自己の」とあるのは、「自己又は

その構成員の」とする。

後　第一項の規定により地域団体商標の

商標登録を受けようとする者は、第五

条第一項の商標登録出願において、商

標登録出願人が組合等であることを証

明する書面及びその商標登録出願に係

る商標が第二項に規定する地域の名称

を含むものであることを証明するため

必要な書類を特許庁長官に提出しなけ

ればならない。

　

　（出願の変更）

第十一条　商標登録出願人は、団体商標

の商標登録出願を通常の商標登録出願

（団体商標の商標登録出願及び地域団

体商標の商標登録出願以外の商標登録

出願をいう。以下同じ。）又は地域団

体商標の商標登録出願に変更すること

ができる。

　（出願の変更）

第十一条　商標登録出願人は、団体商標

の商標登録出願を通常の商標登録出願

（団体商標の商標登録出願以外の商標

登録出願をいう。以下同じ。）に変更

することができる。

吾　商標登録出願人は、地域団体商標の

商標登録出願を通常の商標登録出願又

は団体商標の商標登録出願に変更する

ことができる。

　

娯　商標登録出願人は、通常の商標登録

出願を団体商標の商標登録出願又は地

吾　商標登録出願人は、通常の商標登録

出願を団体商標の商標登録出願に変更
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域団体商標の商標登録出願に変更する

ことができる。

することができる。

後　前三項の規定による商標登録出願の

変更は、商標登録出願について査定又

は審決が確定した後は、することがで

きない。

娯　前二項の規定による商標登録出願の

変更は、商標登録出願について査定又

は審決が確定した後は、することがで

きない。

御　第一項から第三項までの規定による

商標登録出願の変更があつたときは、

もとの商標登録出願は、取り下げたも

のとみなす。

後　第一項又は第二項の規定による商標

登録出願の変更があつたときは、もと

の商標登録出願は、取り下げたものと

みなす。

悟　前条第二項及び第三項の規定は、第

一項から第三項までの規定による商標

登録出願の変更の場合に準用する。

御　前条第二項及び第三項の規定は、第

一項又は第二項の規定による商標登録

出願の変更の場合に準用する。

第十二条　（略） 第十二条　（略）

吾　（略） 吾　（略）

娯　第十条第二項及び第三項並びに前条

第五項の規定は、第一項の規定による

出願の変更の場合に準用する。

娯　第十条第二項及び第三項並びに前条

第四項の規定は、第一項の規定による

出願の変更の場合に準用する。

　（拒絶の査定）

第十五条　審査官は、商標登録出願が次

の各号のいずれかに該当するときは、

その商標登録出願について拒絶をすべ

き旨の査定をしなければならない。

　（拒絶の査定）

第十五条　審査官は、商標登録出願が次

の各号の一に該当するときは、その商

標登録出願について拒絶をすべき旨の

査定をしなければならない。

　一　その商標登録出願に係る商標が第

三条、第四条第一項、第七条の二第

一項、第八条第二項若しくは第五

項、第五十一条第二項（第五十二条

　一　その商標登録出願に係る商標が第

三条、第四条第一項、第八条第二項

若しくは第五項、第五十一条第二項

（第五十二条の二第二項において準
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の二第二項において準用する場合を

含む。）、第五十三条第二項又は第七

十七条第三項において準用する特許

法第二十五条の規定により商標登録

をすることができないものであると

き。

用する場合を含む。）、第五十三条第

二項又は第七十七条第三項において

準用する特許法第二十五条の規定に

より商標登録をすることができない

ものであるとき。

　二・三　（略） 　二・三　（略）

　（商標権の移転）

第二十四条の二　（略）

　（商標権の移転）

第二十四条の二　（略）

吾・娯　（略） 吾・娯　（略）

後　地域団体商標に係る商標権は、譲渡

することができない。

　

　（専用使用権）

第三十条　商標権者は、その商標権につ

いて専用使用権を設定することができ

る。ただし、第四条第二項に規定する

商標登録出願に係る商標権及び地域団

体商標に係る商標権については、この

限りでない。

　（専用使用権）

第三十条　商標権者は、その商標権につ

いて専用使用権を設定することができ

る。ただし、第四条第二項に規定する

商標登録出願に係る商標権について

は、この限りでない。

吾～後　（略） 吾～後　（略）

　（団体構成員等の権利）

第三十一条の二　団体商標に係る商標権

を有する第七条第一項に規定する法人

の構成員（以下「団体構成員」とい

う。）又は地域団体商標に係る商標権

を有する組合等の構成員（以下「地域

団体構成員」という。）は、当該法人

　（団体構成員の権利）

第三十一条の二　団体商標に係る商標権

を有する第七条第一項に規定する法人

の構成員（以下「団体構成員」とい

う。）は、当該法人の定めるところに

より、指定商品又は指定役務について

団体商標に係る登録商標の使用をする
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又は当該組合等の定めるところによ

り、指定商品又は指定役務について団

体商標又は地域団体商標に係る登録商

標の使用をする権利を有する。ただ

し、その商標権（団体商標に係る商標

権に限る。）について専用使用権が設

定されたときは、専用使用権者がその

登録商標の使用をする権利を専有する

範囲については、この限りでない。

権利を有する。ただし、その商標権に

ついて専用使用権が設定されたとき

は、専用使用権者がその登録商標の使

用をする権利を専有する範囲について

は、この限りでない。

吾　（略） 吾　（略）

娯　団体構成員又は地域団体構成員は、

第二十四条の四、第二十九条、第五十

条、第五十二条の二、第五十三条及び

第七十三条の規定の適用については、

通常使用権者とみなす。

娯　団体構成員は、第二十四条の四、第

二十九条、第五十条、第五十二条の

二、第五十三条及び第七十三条の規定

の適用については、通常使用権者とみ

なす。

後　団体商標又は地域団体商標に係る登

録商標についての第三十三条第一項第

三号の規定の適用については、同号中

「又はその商標権若しくは専用使用権

についての第三十一条第四項において

準用する特許法第九十九条第一項の効

力を有する通常使用権を有する者」と

あるのは、「若しくはその商標権若し

くは専用使用権についての第三十一条

第四項において準用する特許法第九十

九条第一項の効力を有する通常使用権

を有する者又はその商標の使用をする

後　団体商標に係る登録商標についての

第三十三条第一項第三号の規定の適用

については、同号中「又は商標権若し

くは専用使用権についての第三十一条

第四項において準用する特許法第九十

九条第一項の効力を有する通常使用権

を有する者」とあるのは、「若しくは

商標権若しくは専用使用権についての

第三十一条第四項において準用する特

許法第九十九条第一項の効力を有する

通常使用権を有する者又はその商標の

使用をする権利を有する団体構成員」
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権利を有する団体構成員若しくは地域

団体構成員」とする。

とする。

　（先使用による商標の使用をする権

利）

第三十二条　（略）

　（先使用による商標の使用をする権

利）

第三十二条　（略）

第三十二条の二　他人の地域団体商標の

商標登録出願前から日本国内において

不正競争の目的でなくその商標登録出

願に係る指定商品若しくは指定役務又

はこれらに類似する商品若しくは役務

についてその商標又はこれに類似する

商標の使用をしていた者は、継続して

その商品又は役務についてその商標の

使用をする場合は、その商品又は役務

についてその商標の使用をする権利を

有する。当該業務を承継した者につい

ても、同様とする。

　

吾　当該商標権者は、前項の規定により

商標の使用をする権利を有する者に対

し、その者の業務に係る商品又は役務

と自己又はその構成員の業務に係る商

品又は役務との混同を防ぐのに適当な

表示を付すべきことを請求することが

できる。

　

　（無効審判の請求登録前の使用による

商標の使用をする権利）

第三十三条　（略）

　（無効審判の請求登録前の使用による

商標の使用をする権利）

第三十三条　（略）
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吾　（略） 吾　（略）

娯　第三十二条第二項の規定は、第一項

の場合に準用する。

娯　前条第二項の規定は、第一項の場合

に準用する。

　（登録異議の申立て）

第四十三条の二　何人も、商標掲載公報

の発行の日から二月以内に限り、特許

庁長官に、商標登録が次の各号のいず

れかに該当することを理由として登録

異議の申立てをすることができる。こ

の場合において、二以上の指定商品又

は指定役務に係る商標登録について

は、指定商品又は指定役務ごとに登録

異議の申立てをすることができる。

　（登録異議の申立て）

第四十三条の二　何人も、商標掲載公報

の発行の日から二月以内に限り、特許

庁長官に、商標登録が次の各号の一に

該当することを理由として登録異議の

申立てをすることができる。この場合

において、二以上の指定商品又は指定

役務に係る商標登録については、指定

商品又は指定役務ごとに登録異議の申

立てをすることができる。

　一　その商標登録が第三条、第四条第

一項、第七条の二第一項、第八条第

一項、第二項若しくは第五項、第五

十一条第二項（第五十二条の二第二

項において準用する場合を含む。）、

第五十三条第二項又は第七十七条第

三項において準用する特許法第二十

五条の規定に違反してされたこと。

　一　その商標登録が第三条、第四条第

一項、第八条第一項、第二項若しく

は第五項、第五十一条第二項（第五

十二条の二第二項において準用する

場合を含む。）、第五十三条第二項又

は第七十七条第三項において準用す

る特許法第二十五条の規定に違反し

てされたこと。

　二　（略） 　二　（略）

　（商標登録の無効の審判）

第四十六条　商標登録が次の各号のいず

れかに該当するときは、その商標登録

を無効にすることについて審判を請求

することができる。この場合におい

　（商標登録の無効の審判）

第四十六条　商標登録が次の各号の一に

該当するときは、その商標登録を無効

にすることについて審判を請求するこ

とができる。この場合において、商標
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て、商標登録に係る指定商品又は指定

役務が二以上のものについては、指定

商品又は指定役務ごとに請求すること

ができる。

登録に係る指定商品又は指定役務が二

以上のものについては、指定商品又は

指定役務ごとに請求することができ

る。

　一　その商標登録が第三条、第四条第

一項、第七条の二第一項、第八条第

一項、第二項若しくは第五項、第五

十一条第二項（第五十二条の二第二

項において準用する場合を含む。）、

第五十三条第二項又は第七十七条第

三項において準用する特許法第二十

五条の規定に違反してされたとき。

　一　その商標登録が第三条、第四条第

一項、第八条第一項、第二項若しく

は第五項、第五十一条第二項（第五

十二条の二第二項において準用する

場合を含む。）、第五十三条第二項又

は第七十七条第三項において準用す

る特許法第二十五条の規定に違反し

てされたとき。

　二～五　（略） 　二～五　（略）

　六　地域団体商標の商標登録がされた

後において、その商標権者が組合等

に該当しなくなつたとき、又はその

登録商標が商標権者若しくはその構

成員の業務に係る商品若しくは役務

を表示するものとして需要者の間に

広く認識されているもの若しくは第

七条の二第一項各号に該当するもの

でなくなつているとき。

　

吾・娯　（略） 吾・娯　（略）

第四十六条の二　商標登録を無効にすべ

き旨の審決が確定したときは、商標権

は、初めから存在しなかつたものとみ

なす。ただし、商標登録が前条第一項

第四十六条の二　商標登録を無効にすべ

き旨の審決が確定したときは、商標権

は、初めから存在しなかつたものとみ

なす。ただし、商標登録が前条第一項
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第四号から第六号までに該当する場合

において、その商標登録を無効にすべ

き旨の審決が確定したときは、商標権

は、その商標登録が同項第四号から第

六号までに該当するに至つた時から存

在しなかつたものとみなす。

第四号又は第五号に該当する場合にお

いて、その商標登録を無効にすべき旨

の審決が確定したときは、商標権は、

その商標登録が同項第四号又は第五号

に該当するに至つた時から存在しなか

つたものとみなす。

吾　前項ただし書の場合において、商標

登録が前条第一項第四号から第六号ま

でに該当するに至つた時を特定できな

いときは、商標権は、その商標登録を

無効にすべき旨の審判の請求の登録の

日から存在しなかつたものとみなす。

吾　前項ただし書の場合において、商標

登録が前条第一項第四号又は第五号に

該当するに至つた時を特定できないと

きは、商標権は、その商標登録を無効

にすべき旨の審判の請求の登録の日か

ら存在しなかつたものとみなす。

第四十七条　（略） 第四十七条　（略）

吾　商標登録が第七条の二第一項の規定

に違反してされた場合（商標が使用を

された結果商標登録出願人又はその構

成員の業務に係る商品又は役務を表示

するものとして需要者の間に広く認識

されているものでなかつた場合に限

る。）であつて、商標権の設定の登録

の日から五年を経過し、かつ、その登

録商標が商標権者又はその構成員の業

務に係る商品又は役務を表示するもの

として需要者の間に広く認識されてい

るときは、その商標登録についての第

四十六条第一項の審判は、請求するこ

とができない。

　

改　　　正 現　　　行
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　（防護標章登録の要件）

第六十四条　（略）

　（防護標章登録の要件）

第六十四条　（略）

吾　（略） 吾　（略）

娯　地域団体商標に係る商標権に係る防

護標章登録についての前二項の規定の

適用については、これらの規定中「自

己の」とあるのは、「自己又はその構

成員の」とする。

　

　（出願の変更）

第六十五条　（略）

　（出願の変更）

第六十五条　（略）

吾　（略） 吾　（略）

娯　第十条第二項及び第三項並びに第十

一条第五項の規定は、第一項の規定に

よる出願の変更の場合に準用する。

娯　第十条第二項及び第三項並びに第十

一条第四項の規定は、第一項の規定に

よる出願の変更の場合に準用する。

　（商標に関する規定の準用）

第六十八条　（略）

　（商標に関する規定の準用）

第六十八条　（略）

吾　第十四条から第十五条の二まで及び

第十六条から第十七条の二までの規定

は、防護標章登録出願の審査に準用す

る。この場合において、第十五条第一

号中「第三条、第四条第一項、第七条

の二第一項、第八条第二項若しくは第

五項、第五十一条第二項（第五十二条

の二第二項において準用する場合を含

む。）、第五十三条第二項」とあるの

は、「第六十四条」と読み替えるもの

とする。

吾　第十四条から第十五条の二まで及び

第十六条から第十七条の二までの規定

は、防護標章登録出願の審査に準用す

る。この場合において、第十五条第一

号中「第三条、第四条第一項、第七条

第一項若しくは第三項、第八条第二項

若しくは第五項、第五十一条第二項

（第五十二条の二第二項において準用

する場合を含む。）、第五十三条第二

項」とあるのは、「第六十四条」と読

み替えるものとする。

改　　　正 現　　　行
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娯　（略） 娯　（略）

後　第四十三条の二から第四十五条ま

で、第四十六条（第一項第六号を除

く。）、第四十六条の二、第五十三条の

二、第五十三条の三、第五十四条第一

項及び第五十五条の二から第五十六条

の二までの規定は、防護標章登録に係

る登録異議の申立て及び審判に準用す

る。この場合において、第四十三条の

二第一号及び第四十六条第一項第一号

中「第三条、第四条第一項、第七条の

二第一項、第八条第一項、第二項若し

くは第五項、第五十一条第二項（第五

十二条の二第二項において準用する場

合を含む。）、第五十三条第二項」とあ

るのは「第六十四条」と、同項第五号

中「その登録商標が第四条第一項第一

号から第三号まで、第五号、第七号又

は第十六号に掲げる商標に該当するも

のとなつているとき」とあるのは「そ

の商標登録が第六十四条の規定に違反

することとなつたとき」と読み替える

ものとする。

後　第四十三条の二から第四十六条の二

まで、第五十三条の二、第五十三条の

三、第五十四条第一項及び第五十五条

の二から第五十六条の二までの規定

は、防護標章登録に係る登録異議の申

立て及び審判に準用する。この場合に

おいて、第四十三条の二第一号及び第

四十六条第一項第一号中「第三条、第

四条第一項、第八条第一項、第二項若

しくは第五項、第五十一条第二項（第

五十二条の二第二項において準用する

場合を含む。）、第五十三条第二項」と

あるのは「第六十四条」と、同項第五

号中「その登録商標が第四条第一項第

一号から第三号まで、第五号、第七号

又は第十六号に掲げる商標に該当する

ものとなつているとき」とあるのは

「その商標登録が第六十四条の規定に

違反することとなつたとき」と読み替

えるものとする。

御　（略） 御　（略）

　（拒絶理由の特例）

第六十八条の三十四　第六十八条の三十

二第一項又は前条第一項の規定による

　（拒絶理由の特例）

第六十八条の三十四　第六十八条の三十

二第一項又は前条第一項の規定による

改　　　正 現　　　行
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商標登録出願についての第十五条の規

定の適用については、同条中「次の各

号のいずれかに該当するとき」とある

のは、「次の各号のいずれかに該当す

るとき又は第六十八条の三十二第一項

若しくは第六十八条の三十三第一項の

規定による商標登録出願が第六十八条

の三十二第一項若しくは第六十八条の

三十三第一項若しくは第六十八条の三

十二第二項各号（第六十八条の三十三

第二項において読み替えて準用する場

合を含む。）に規定する要件を満たし

ていないとき」とする。

商標登録出願についての第十五条の規

定の適用については、同条中「次の各

号の一に該当するとき」とあるのは、

「次の各号の一に該当するとき又は第

六十八条の三十二第一項若しくは第六

十八条の三十三第一項の規定による商

標登録出願が第六十八条の三十二第一

項若しくは第六十八条の三十三第一項

若しくは第六十八条の三十二第二項各

号（第六十八条の三十三第二項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）

に規定する要件を満たしていないと

き」とする。

吾　（略） 吾　（略）

　（商標登録の無効の審判の特例）

第六十八条の三十八　第六十八条の三十

二第一項又は第六十八条の三十三第一

項の規定による商標登録出願に係る商

標登録についての第四十六条第一項の

審判については、同項中「次の各号の

いずれかに該当するとき」とあるの

は、「次の各号のいずれかに該当する

とき又は第六十八条の三十二第一項若

しくは第六十八条の三十三第一項若し

くは第六十八条の三十二第二項各号

（第六十八条の三十三第二項において

読み替えて準用する場合を含む。）の

　（商標登録の無効の審判の特例）

第六十八条の三十八　第六十八条の三十

二第一項又は第六十八条の三十三第一

項の規定による商標登録出願に係る商

標登録についての第四十六条第一項の

審判については、同項中「次の各号の

一に該当するとき」とあるのは、「次

の各号の一に該当するとき又は第六十

八条の三十二第一項若しくは第六十八

条の三十三第一項若しくは第六十八条

の三十二第二項各号（第六十八条の三

十三第二項において読み替えて準用す

る場合を含む。）の規定に違反してさ

改　　　正 現　　　行



威委尉

囃

規定に違反してされたとき」とする。 れたとき」とする。

改　　　正 現　　　行


